
投票 (とうひょう)支援 (しえん)カード

投票 (とうひょう)のときにしてほしいことを教 (おし)えてください。投票所 (とうひょうじょ)で係員 (かかりいん)に見 (み)せてください。

［投票所 (とうひょうじょ)でしてほしいことに〇 (まる)をしてください］
	１
	投票 (とうひょう)したい人 (ひと)を話 (はな)して伝 (つた)えます。
代 (か)わりに投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に書 (か)いてください（代理 (だいり)投票 (とうひょう)）。

	２
	投票 (とうひょう)したい人 (ひと)を書 (か)いた紙 (かみ)を見 (み)せます。
代 (か)わりに投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に書 (か)いてください（代理 (だいり)投票 (とうひょう)）。

	３
	投票 (とうひょう)したい人 (ひと)の氏名 (しめい)掲示 (けいじ)を指 (ゆび)で教 (おし)えます。
代 (か)わりに投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に書 (か)いてください（代理 (だいり)投票 (とうひょう)）。

	４
	ゆっくり話 (はな)してほしいです。

	５
	投票所 (とうひょうじょ)の中 (なか)を案内 (あんない)（誘導 (ゆうどう)）してほしいです。

	６
	この下 (した)に書 (か)くことをしてほしいです。


※ 代理 (だいり)投票 (とうひょう)とは・・・
　　病気 (びょうき)やケガ、その他 (た)の事情 (じじょう)によって投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に文字 (もじ)を書 (か)くことができない方 (かた)に代 (か)わり、
　　投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)が、ご本人 (ほんにん)の意思 (いし)を確認 (かくにん)したうえで代筆 (だいひつ)します（法律 (ほうりつ)によって認 (みと)められて
います）。
　　なお、投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)以外 (いがい)の家族 (かぞく)や同行者 (どうこうしゃ)が代 (か)わりに書 (か)くことはできません。
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